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相
良
村
で
は
、
平
成
６
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
７
年
４
月
１
日
生
ま

れ
の
男
性
31
人
、
女
性
43
人
、
計
74
人
が
成
人
を
迎
え
、
大
人
の
第
一

歩
を
踏
み
だ
し
ま
し
た
。

　

１
月
４
日（
日
）に
「
平
成
27
年

相
良
村
成
人
式
」
が
村
総
合
体
育

館
１
階
研
修
室
で
行
わ
れ
、
新
成

人
ら
は
、
凛
々
し
い
ス
ー
ツ
や
あ

で
や
か
な
振
り
袖
姿
で
式
典
に
出

席
し
ま
し
た
。

　

式
で
は
、
德
田
村
長
が
「
ま
だ

ス
タ
ー
ト
に
立
っ
た
ば
か
り
。
社

会
勉
強
を
積
ん
で
活
躍
し
て
く
だ

さ
い
」
と
挨
拶
し
、
權
頭
教
育
委

員
長
、
友
田
村
議
会
議
長
か
ら
も

新
成
人
へ
お
祝
い
の
言
葉
が
贈
ら

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
中
学
時
代
の

恩
師
の
田
上
順
一
先
生
か
ら
の
激

励
の
言
葉
に
新
成
人
た
ち
は
懐
か

し
そ
う
に
耳
を
傾
け
て
い
ま
し

た
。

　

自
己
紹
介
並
び
に
決
意
披
露
で

は
、
近
況
や
将
来
の
目
標
な
ど
が

語
ら
れ
ま
し
た
。

　

平
山
新
悟
さ
ん（
新
村
）が
新

成
人
を
代
表
し
て
謝
辞
を
述
べ
、

「
家
族
や
地
域
の
皆
さ
ん
に
支
え

ら
れ
、
こ
れ
ま
で
成
長
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
こ
れ
か
ら
は
自
分

自
身
で
自
分
を
成
長
さ
せ
、
自
分

の
行
動
に
責
任
を
持
ち
、
地
域
に

恩
返
し
し
て
い
き
た
い
」
と
新
成

人
と
し
て
の
決
意
を
新
た
に
し
ま

し
た
。

　

式
の
後
に
は
、
中
学
校
２
年
生

の
時
に
埋
め
た
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル

を
開
き
ま
し
た
。
中
に
は
、
友
達

に
宛
て
た
手
紙
や
卒
業
文
集
、
美

術
で
作
っ
た
印
鑑
な
ど
が
納
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

　

西
谷
眸
さ
ん（
下
四
浦
）は
磯
田

佳
子
さ
ん（
並
木
野
）か
ら
送
ら
れ

た
手
紙
を
２
人
で
読
み
、「
６
年

経
っ
た
今
で
も
お
互
い
変
わ
ら
な

い
」と
笑
顔
で
話
し
て
い
ま
し
た
。

相
良
村
成
人
式

74
人
が
大
人
の
仲
間
入
り

代表で謝辞を述べる平山新悟さん

想い出のつまったタイムカプセル手紙を読む磯田佳子さん（左）と
西谷眸さん（右）

山
やま

村
むら

　孝
こう

一
いち

 さん
H6.8.24 生　上四浦　学生

嶽
たけ

本
もと

　夏
なつ

瑠
る

 さん
H6.9.15 生　新村　学生

自
分
が
作
っ
た
相
良
村
の
お
茶
を

全
国
に
広
め
た
い
！

年
下
の
人
に
憧
れ
ら
れ
る
よ
う
な

大
人
に
な
り
た
い
！ 

はたちの抱負
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　１月５日（月）、新春恒例の消防出初式が相良村運動
公園で開催されました。
　保育園の園児による元気いっぱいの通常点検の後、
各分団による通常点検と放水競技が行われました。
今年から女性消防隊も通常点検の部に参加し、練習の
成果を披露しました。放水競技では、寒い中びしょ濡
れになりながらも各分団、腕を競いました。
　競技結果及び表彰者は、以下のとおりです。（敬称略）

【
競
技
成
績
】

通
常
点
検
の
部

優　

勝　

４
分
団

第
２
位　

３
分
団

第
３
位　

９
分
団

放
水
競
技
の
部

優　

勝　

６
分
団
１
部

第
２
位　

１
分
団
１
部

第
３
位　

１
分
団
２
部

【
熊
本
県
知
事
表
彰
】

永
年
勤
続
功
労
章
　
25
年

福
田　

新
作（
６
分
団
長
）

先
田　

文
隆（
２
分
団
１
部
）

松
本　

繁
美（
８
分
団
１
部
）

【
熊
本
県
消
防
協
会
長
表
彰
】

功
績
章
　
20
年

平
田　

広
秋（
１
分
団
長
）

上
村　

善
照（
１
分
団
１
部
）

綱
木　

哲
郎（
１
分
団
１
部
）

上
村　
　

淳（
１
分
団
１
部
）

西
小
路
真
也（
１
分
団
２
部
）

加
登
住　

隆（
４
分
団
１
部
）

緒
方　

秀
和（
４
分
団
３
部
）

岡
村　

義
人（
５
分
団
１
部
）

宮
田
真
一
郎（
５
分
団
２
部
）

小
田　

勝
博（
９
分
団
１
部
）

勤
績
章
　
15
年

蓑
毛　

宏
幸（
１
分
団
３
部
）

白
谷　

弘
和（
２
分
団
１
部
）

山
下　

和
彦（
３
分
団
１
部
）

荒
嶽　

裕
二（
３
分
団
１
部
）

赤
坂　

正
博（
４
分
団
３
部
）

恒
松　

大
和（
４
分
団
３
部
）

黒
木　

俊
幸（
５
分
団
１
部
）

西　
　

良
一（
５
分
団
２
部
）

村
山　
　

拓（
８
分
団
１
部
）

福
嶋　

啓
司（
８
分
団
２
部
）

【
村
長
表
彰
】

永
年
勤
続
表
彰
　
35
年

田
山　

時
德（
副
団
長
）

永
年
勤
続
表
彰
　
30
年

上
村　
　

隆（
７
分
団
３
部
）

永
年
勤
続
表
彰
　
25
年

嶽
本　

拓
志（
１
分
団
２
部
）

伊
藤　

芳
郎（
４
分
団
２
部
）

北
川　

国
春（
７
分
団
１
部
）

岩
﨑　

恭
治（
７
分
団
２
部
）

山
下　

正
志（
８
分
団
２
部
）

永
年
勤
続
表
彰
　
20
年

山
内　

正
和（
４
分
団
３
部
）

宮
﨑　

雄
二（
６
分
団
１
部
）

土
肥　
　

洋（
７
分
団
１
部
）

濵
田　

康
広（
９
分
団
１
部
）

永
年
勤
続
表
彰
　
15
年

清
田　

伸
二（
２
分
団
長
）

土
屋　

孝
弘（
３
分
団
長
）

岩
本
慎
之
介（
１
分
団
１
部
）

東　

秀
二
郎（
１
分
団
２
部
）

髙
岡　
　

亮（
１
分
団
３
部
）

緒
方　
　

修（
２
分
団
２
部
）

宮
原　

直
也（
４
分
団
１
部
）

西　
　

貴
伸（
４
分
団
２
部
）

廣
田　

浩
二（
５
分
団
１
部
）

赤
坂　

英
保（
６
分
団
１
部
）

古
山　
　

智（
６
分
団
１
部
）

木
山　

哲
朗（
７
分
団
１
部
）

松
本　

欣
也（
８
分
団
１
部
）

北
川　

尊
士（
８
分
団
１
部
）

赤
池　

雅
弘（
８
分
団
２
部
）

黒
木　

健
次（
８
分
団
２
部
）

永
年
勤
続
表
彰
　
10
年

田
端　
　

亀（
１
分
団
１
部
）

重
富　

裕
幸（
１
分
団
１
部
）

市
岡　

利
洋（
１
分
団
２
部
）

門
脇　
　

尚（
１
分
団
２
部
）

大
和　

万
晃（
１
分
団
３
部
）

桑
原　

説
朗（
２
分
団
１
部
）

地
口　

一
誠（
４
分
団
２
部
）

福
田　

崇
博（
４
分
団
３
部
）

岡
村　

勇
一（
７
分
団
２
部
）

平
川　

秀
一（
８
分
団
１
部
）

告
川　

修
平（
８
分
団
２
部
）

優
良
団
員
表
彰
　

告
見　

大
智（
１
分
団
２
部
）

中
竹　

康
輔（
２
分
団
１
部
）

緒
方　
　

徹（
２
分
団
２
部
）

土
肥　

大
希（
３
分
団
１
部
）

生
田　

貴
大（
３
分
団
２
部
）

高
橋　

佳
宏（
４
分
団
１
部
）

福
田　

崇
博（
４
分
団
３
部
）

前
田　

章
博（
５
分
団
２
部
）

樅
木　
　

誠（
８
分
団
１
部
）

黒
木　

利
香（
女
性
消
防
隊
）

【
感
謝
状
】

吉
松　

利
則（
前
団
長
）

相良村
消防出初式

練習の成果を披露
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勇壮な兜と鮮やかな衣装で登場おばあちゃんと息を合わせてもちをつく子ども

　村社会福祉協議会主催の「もちつき大会」が川
辺構造改善センターで行われました。
　６５歳以上で一人暮らしをしている高齢者が集
まる良い機会になればと毎年行われています。ま
た、四浦保育所あざみ園の子どもたちも毎年参加
し、高齢者と子どもたちのふれあいの場となって
います。子どもたちはもちのつき方や丸め方を教
えてもらいながら、おじいちゃん、おばあちゃん
と交流を深めました。
　出来上がったもちは参加者などに配られました。

　雨宮神社大祭が行われ、源平合戦を表現した「源
平臼太鼓踊り」が披露されました。多くの見物客
が訪れ、迫力の太鼓踊りに見入っていました。
　この太鼓踊りは、後継者不足のため、７年間ほ
ど途絶えていましたが、若い人たちへと受け継が
れ、３年前から雨宮神社大祭で再び踊られるよう
になりました。１１月に行われた相良村文化祭で
も披露され、相良村の伝統芸能を後世に伝えよう
と永江太鼓踊り保存会（緒方裕之会長）と踊り子組
（緒方盛光会長）を中心に活動されています。

受賞を喜ぶ恒松くんと受賞作品 娘さんとともに１００歳を祝う西﨑さん

　「税についての習字」において、南小学校３年の
恒松謙心くん（上園）が相良村長賞を受賞し、全校
集会で中村校長から賞状が手渡されました。
　これは、子どもたちに税金について考えてもら
おうと、毎年募集されているもので、小学生が夏
休みに取り組んだものです。
　恒松くんは、「賞状をもらってうれしい。とめ、
はねに気を付けて書きました」と受賞を喜んでい
ました。

迫力の源平臼太鼓踊り
雨宮神社大祭14

12力いっぱい杵をふるう
もちつき大会

12
17

相良村長賞を受賞
税についての習字

これからもお元気で
西﨑政男さん１００歳

　大正３年１２月１２日生まれの西﨑政男さん
（十島）の１００歳を祝う会が入所されるサンライ
フみのりで開かれ、德田村長から表彰状とお祝い
の品が贈られました。
　西﨑さんは４姉妹のお子さんを育て上げられ、
この日は、次女の西﨑タカ子さん（十島）と四女の
田上富代さん（十島）がお祝いに駆けつけました。
　西﨑さんは、人吉市出身で結婚して相良村に来
られました。小さい頃は同じ町内の元プロ野球選
手の川上哲治さんと野球をされていたそうです。

12
９

12
８
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人吉球磨を駆け抜ける
第62回球磨一周市町村対抗熊日駅伝大会

出場された選手の皆さん

　「第６２回球磨一周市町村対抗熊日駅伝大会」が
水上村岩野小学校前分岐点をスタート、岩野小学
校グラウンドをゴールとして開催されました。全
８区間、５２．６２kmのコースで行われ、９市町
村から２２チームが出場しました。
　相良村からは、２チーム出場し、Ａチームが３
時間１３分０８秒で１３位、Ｂチームが３時間
３５分４０秒で２２位という結果でした。
　Ａチーム３区を走った上村善照さんは、１０回
出場の功績をたたえられ表彰を受けました。

区間 距離
（㎞）

Ａチーム
（監督　中村真二）

Ｂチーム
（監督　竹松宏文）

１区 6.97 倉本　健人（中　央） 池田　　聰（並木野）
２区 2.30 原口　貴帆（中　央） 椎葉　絢美（上川上）
３区 7.57 上村　善照（十　島） 赤池　保宣（初　神）
４区 9.10 福山　誠司（永　江） 木戸口豪司（平　原）
５区 8.75 横溝　竜也（並木野） 永田　　貢（永　江）
６区 4.35 椎葉　勇斗（上川上） 永井　智久（平　原）
７区 5.88 松永　晋明（下四浦） 早田　昂平（平　原）
８区 7.70 緒方　　徹（並木野） 平山　新悟（新　村）
タイム ３時間１３分０８秒 ３時間３５分４０秒

５区横溝選手から６区椎葉選手へのタスキリレー

　サガラッパ放課後子どもクラブでクリスマス会
が開かれました。村青年団の団員４人も参加し、体
育館で児童たちとドッジボールをして遊びました。
　その後、児童たちが教室でケーキを食べている
と、サンタクロースが登場し、子どもたちに「メ
リークリスマス！」と声をかけながら、プレゼン
トを配りました。
　相良南小学校１年生の赤坂来花さん（並木野）
は、「初めてサンタさんに会った。プレゼントをも
らってうれしかった」と喜んでいました。

プレゼントを受け取る児童

　相良中学校吹奏楽部の定期演奏会が村総合体育
館１階研修室で開かれ、日頃の練習の成果を発表
しました。
　映画「アナと雪の女王」のテーマソングやポッ
プス、演歌メドレーなど様々な曲を多数披露。人
気アニメ「妖怪ウォッチ」のメドレーでは、相良
村のキャラクター「サガラッパ」も特別出演し、
会場を沸せました。
　アンコールの１曲まで大いに盛り上がる演奏会
となりました。

サガラッパが生徒と一緒にダンスを披露

12
21

人気曲に観客が沸く
相良中吹奏楽部定期演奏会 19

12 サンタさんがやってきた
放課後子どもクラブ

12
21
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の保健福
祉

ひろば

２月の小児科在宅当番医

１日㈰	堤病院付属九日町診療所小児科
８日㈰	公立多良木病院小児科
11日㈷	増田クリニック小児科
15日㈰	たかはし小児科内科医院
22日㈰	人吉医療センター　小児科

２２－２２５１
４２－２５６０
２２－３５７０
２４－２２２２
２２－２１９１

〈受診時間/午前9時〜午後5時〉

※受診される場合は、医療機関へ連絡してください。

　
ま
だ
寒
い
日
が
続
き
ま
す
。
体
調
管
理

に
は
充
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
12
月
は
ク
リ
ス
マ
ス
カ
ー
ド
を
作
り
ま

し
た
。

　
２
月
は
、ひ
な
飾
り
を
作
る
予
定
で
す
☆

　
ぜ
ひ
、
お
友
達
を
誘
っ
て
気
軽
に
お
い

で
く
だ
さ
い
! !

■
日
時　
２
月
18
日（
水
）

　
　
　
　
９
時
30
分
よ
り
受
付

■
場
所　
相
良
村
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

※
準
備
の
都
合
上
、
13
日（
金
）ま
で
お
知

ら
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

　
福
祉
係　

　
完
全
予
約
制
年
金
相
談
会
を
、人
吉
市・

球
磨
郡
で
毎
週
３
回
開
催
。

　
年
金
の
専
門
家　
社
会
保
険
労
務
士
が

あ
な
た
の
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す
。

■
開
催
日

○
人
吉
市
役
所

　
〈
月
曜
日
〉

　
　
２
日
・
９
日
・
16
日
・
23
日

　
〈
金
曜
日
〉

　
　
６
日
・
13
日
・
20
日
・
27
日

○
多
良
木
町
役
場

　
〈
水
曜
日
〉

　
　
18
日

○
錦
町
役
場

　
〈
水
曜
日
〉

　
　
４
日
・
25
日

【
問
合
せ
・
予
約
申
し
込
み
】

　
国
保
係
ま
た
は
八
代
年
金
事
務
所

　
予
約
担
当

　
（
☎
０
９
６
５

－

３
５

－

６
１
２
３
）

相
良
村
子
育
て
応
援
事
業

ち
ゃ
ち
ゃ
ク
ラ
ブ
だ
よ
り

年
金
相
談
会
の
開
催

　
　
　
　
　

  

〈
２
月
分
〉

平
成
27
年
度
住
民
健
診

申
込
み
の
お
知
ら
せ

お問い合わせは　保健福祉課（直通）☎３５−１０３２
国保係　戸籍係　福祉係　保健係（ふれあいセンター内）

　
住
民
健
診
申
込
書（
若
草
色
）を
対
象
者

世
帯
へ
配
布
し
て
い
ま
す
。
申
込
み
の
有

無
に
関
係
な
く
、
必
ず
回
答
し
班
長
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
班
長
へ
の
提
出
期
限
は
平
成
27
年
2
月

13
日（
金
）で
す
が
、
申
し
込
み
は
随
時
受

け
付
け
て
お
り
ま
す
。
直
接
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
職
場
健
診
が
な
い
方
や
過
去
に
一
度
も

健
診
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
方
は
、
こ
の

機
会
に
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

通
院
中
で
あ
っ
て
も
年
1
回
の
健
診
は
必

要
で
す
。
特
定
健
診
・
が
ん
検
診
合
わ
せ

て
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
人
間
ド
ッ
ク
に
つ
い
て
…
Ｈ
27
年
度
よ

り
、
高
野
病
院
で
の
人
間
ド
ッ
ク
は
相

良
村
国
保
加
入
者
の
み
が
対
象
と
な
り

ま
す
。（
日
赤
・
人
吉
医
療
セ
ン
タ
ー
・

コ
ス
モ
の
対
象
者
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
）

■
相
良
村
国
保
加
入
者

高
野
病
院
・
日
赤
・
人
吉
医
療
セ
ン

タ
ー
・
コ
ス
モ

■
国
保
以
外
の
保
険
加
入
者（
協
会
け
ん

ぽ　
等
）

人
吉
医
療
セ
ン
タ
ー
・
コ
ス
モ
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保健福祉のひろば

■猫は室内で飼育しましょう
　猫にとって屋外は、交通事故や感染症など危険がいっぱいです。
　室内で飼育することで、
①交通事故の危険回避
②感染症の予防
③連れ去り、いじめ等の虐待からの回避
④散布された農薬等による中毒の防止
⑤行方不明の防止
⑥鳴き声や糞などによるご近所トラブルの防止
などのメリットがありますので、猫の室内飼育に努めましょう。
　キャットタワーなどで上下運動を可能にするなど、猫の欲求を満たすような生活環境を整え、飼い主が良
いコミュニケーションをとることで、猫は室内でも十分幸せに暮らすことができます。

■飼いきれない命を生み出さないために、猫に不妊去勢手術を実施しましょう
　猫は１回の出産で４〜８頭の子猫を産み、１年に２〜４回出産します。計算上は、１頭のメス猫が１年で
２０頭、２年で８０頭以上に増えることが可能です。
　猫は本能に従って妊娠・出産するだけで、自分で繁殖をコントロールすることができませんので、飼いき
れない命を生み出さないように、メス猫には不妊手術を、オス猫には去勢手術を実施しましょう。
　不妊去勢することで、特定の病気の予防やストレスの軽減になり、繁殖のための争いや脱走なども予防で
きます。

■子猫や野良ネコの処分について
　飼い猫が子供を産んだ場合や、勝手に家に侵入してくる野良ネコなどは、基本的に土地所有者の責任で処
分していただくことになります。できるだけ里親を探していただき、それでも解決しない場合は人吉保健所
へ毎週火曜日の朝１０時に直接持ち込んでください。

【問合せ先】　熊本県人吉保健所　　　☎２２−３１０７
　　　　　　役場保健福祉課保健係　☎３５−１０３２

猫の飼い主の
みなさまへ
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　口座振替を利用すると、金融機関等に行く手間と時間が省けます。
　また、早割・前納で納付すると保険料が割引されます。

■口座振替の引落方法は
　（1）	１年度分の前納（４月〜翌年３月分）
　（2）	６か月分の前納（４月〜９月分、１０月〜翌年３月分）
　（3）	毎月（早割）※納付期限よりも１か月早く口座振替
　（4）	毎月（割引なし）
　（5）	２年度分の前納（４月〜翌々年３月分）
　の５種類から自由に選んでお申し込みいただくことができます。

１ヵ月分 ６ヵ月分 １年分 ２年分

割引額 割引額 割引額 割引額

翌月末振替 − − − −

当月末振替（早割） 50	円　 300	円　 600	円　 1,200	円　

６ヵ月前納	＜現金納付＞ − 740	円　 1,480	円　 2,960	円　

６ヵ月前納	＜口座振替＞ − 1,040	円　 2,080	円　 4,160	円　

１年前納	＜現金納付＞ − − 3,250	円　 6,500	円　

１年前納	＜口座振替＞ − − 3,840	円　 7,680	円　

２年前納	＜口座振替＞ − − − 14,800	円　

　　※平成２６年度の保険料額による割引額です。

■口座振替のお申し込み手続きについて
　お申し込みには、基礎年金番号の記入が必要ですので、年金手帳や納付書で基礎年金番号をご確認ください。
また、金融機関届出印の押印が必要となります。申込用紙は、金融機関、年金事務所の窓口に備え付けてあ
ります。

■口座振替での前納のお申し込みはお早めに
【申込締切日】
　口座振替での平成２７年度分１年前納（４月〜９月分の６ヶ月前納及び４月〜翌々年３月分の２年度分の前
納も含む）の締切日は、２月末日までです。

【問合せ先】八代年金事務所　国民年金課（☎０９６５−３５−６１４３）

保健福祉のひろば

国⺠年⾦保険料の納付は⼝座振替が便利でお得です！
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保健福祉のひろば

平成 27 年１月１日から
高額療養費制度においてご負担いただく医療費の限度額
が所得に応じて見直されます

■高額療養費制度とは ･･･
　長期入院や治療により、ひと月あたりの医療費の自己負担額が高額になった場合、申請により一定の金額
（自己負担限度額）を超えて支払った医療費について給付を受けることができる制度です。

■医療費の限度額（自己負担限度額）は ･･･
　被保険者の所得区分に応じて決まります。

■見直し後（平成２７年 1 月 1 日から）

所　　得　　区　　分 ひと月あたりの自己負担限度額 ３月以上ご負担
いただいた方（※2）

①
年収約1,160万円～の方
　健保：標準報酬月額83万円以上の方
　国保：年間所得（※１）901万円超の方

252,600円
＋（医療費−842,000円）×１% 140,100 円

②
年収約770～約1,160万円の方
　健保：標準報酬月額53万円以上83万円未満の方
　国保：年間所得600万円超901万円以下の方

167,400円
＋（医療費−558,000円）×１% 93,000 円

③
年収約370～約770万円の方
　健保：標準報酬月額28万円以上53万円未満の方
　国保：年間所得210万円超600万円以下の方

80,100円
＋（医療費−267,000円）×１% 44,400 円

④
～年収約370万円の方
　健保：標準報酬月額28万円未満の方
　国保：年間所得210万円以下の方

57,600円 44,400 円

⑤  住民税非課税の方 35,400円 24,600 円

（※１）	ここでいう「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期（短期）譲渡所得金
額等の合計額から基礎控除（３３万円）を控除した額（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。）のこ
とを指します。（いわゆる「旧ただし書所得」）

（※２）高額療養費を申請される月以前の直近１２か月の間に高額療養費の支給を受けた月が３か月以上ある場
合は、４か月目から「多数該当」という扱いになり、自己負担限度額が軽減されます。

　高額療養費制度に関する申請やご質問等については、現在加入されている健康保険組合、全国健康保険
協会、市町村（国民健康保険、後期高齢者医療制度）、国保組合、共済組合までお問い合わせください。

厚生労働省
【問合せ先】国保係

７０歳未満の方で高額な医療費をご負担になる皆さまへ

変更されました

変更されました

変更ありません

変更されました

変更ありません
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学校保健委員会だより

　文部科学省が２０１３年に発表した統計によると、「小

学生が起こした暴力」は年間１０３５６件であり、これ

は１０年前に比べると約７. ５倍だそうです。小学生

の暴力は、純粋に「キレて起こした暴力」が多いので

す。暴力を起こす子どもの特徴も昔と変わってきてい

ます。最近は、「普段は優等生でいい子だった子どもが

突然キレる」という事例が多くなっているようです。

　ここからは「心療内科医として感じる、子どもの暴

力の原因」という専門医の記事を紹介します。

　私が「キレやすい子ども」の診断を通して感じた一

番の原因は、子どもを正しく教育すべき「大人」がそ

の責任を果たせていないことではないかと考えます。

現代はとてもストレスのかかる時代です。自分自身が

大きなストレスを抱えている中で、子どもに十分な教

育・指導ができるかというとなかなか難しいというの

が実情でしょう。大人の精神的な余裕のなさ、そして

それを気遣って想いを伝えられない子どもたち、その

たまったストレスが暴力となって吹き出てくる。これ

も一因として考えられるのではないでしょうか。

　子どもは未熟であるため、何か伝えたいことがあっ

てもうまく説明することが出来ません。それを理解し

てあげるには時間をかけて聞いてあげることしかでき

ません。

　しかし、疲れているときに時間をかけて聞くという

ことはなかなかきついものがあります。じっくりと話し

て教育すべきところを体罰で安易に解決してしまった

りすると、子どもも「気に入らなければ暴言を吐いて

もいい」「暴力で解決すればいい」と覚えてしまいます。

　理想論ではありますが、○子どもの訴えを時間かけ

て聞いてあげること、○子どもに自分の気持ちを上手

に話す訓練をしてあげること、ができれば、子どもの

暴力は大きく減らすことができると思うのです。

　これは精神的に余裕のない親が、一人でするには労

力が大きすぎる作業です。自分一人では難しいと感じ

たら様々な人に協力してもらいましょう。「これは本

当に治しようがない子だ ････」と思うような子なんて、

ほとんどいません。子どもが自分の気持ちをしっかり

と伝えられるような「場」を作ってあげましょう。

　無理して親一人で抱え込む必要はないのです。と結

ばれています。
参考 :「せせらぎメンタルクリニック

メンタルヘルスコラム」より

　気になることがあれば、ご相談ください。今が大事

ですけど、７年後はもっと大事です。 

子どもの幸せを一緒に考えましょう
相良南小学校長　　中村　和弘
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り
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介
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す
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の
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北
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）】

第
五
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方
だ
け
で
は
な
く
、
地

域
の
方
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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◦図書蔵書冊数…7,624冊（平成26年4月現在）
◦開館日・開館時間…月～金（祝祭日は休み）
　　　　　　　　　　午前８時～午後４時
◦貸出期間・冊数…１週間３冊
　　　　　　　　　（長期休業中は５冊）

☆ご利用についてのお問い合わせは、
　各学校の担当までお願いします。

〈読書旬間の取り組みを紹介する掲示物〉

相良北小学校図書館『ことばのもり』
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税務課よりお知らせ
■平成２６年分所得申告に係る納税相談のご案内
　平成２６年分の所得税（国税）と住民税（村・県民税）の納税相談期間は、

　　　　　平成２７年２月１６日（月）～３月１３日（金）で実施します。
　納税相談が必要な方は、納税相談期間内に指定の期日および会場で申告されますようお知らせします。
　納税相談で提出された申告書は、村・県民税の課税資料のほか、国民健康保険税や介護保険料の
算定資料にもなるため、申告をされない場合、適正な算定（軽減や減免等）ができません。公営住宅や
児童手当、保育園などの手続きに必要な所得証明書も発行できません。
（ただし、所得が給与所得のみで、事業主から「給与支払報告書」が相良村に提出されている方、
公的年金のみで所得控除の必要がない方は、申告する必要はありません。）

平成２６年分の所得申告に係る納税相談日程表

月 日 曜
受 付 時 間 及 び 割 当 地 区

申 告 会 場
午前９：００～１１：００ 午後 １：００～４：００

２　
　

月

16 月 上　四　浦

林業総合センター
17 火 中　四　浦

18 水 初　　　 神

19 木 下　四　浦

20 金 会場移動及び設営のため申告受付できません

ふれあいセンター
　

23 月 上　川　上

24 火 上　川　下

25 水 松　馬　場

26 木 上　　　園

27 金 永　　　江

３　
　

月

2 月 朝迫 ・ 実

3 火 中　　　央

4 水 松葉　１班 松葉　２班

5 木 松葉　３班 松葉４・５班

6 金 平　　　原

9 月 永　　　谷 新村　 1 班

10 火 新村　２班 新村３・４班

11 水 十　　　島

12 木 井　　　沢

13 金  新　並　木 吉野尾（ニュータウン含む）

　できるだけお住まいの地区の割当時間にお越しください。※ 時間厳守でお願いします。
（注１）２月２０日は会場移動・設営準備のため終日申告受付できません。
（注２）２月１６日～２月１９日の期間は、四浦地区以外の方は申告受付できません。

【問合せ先】税務課　課税係　☎３５−１０３１
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平
成
27
年
度
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保

険
の
加
入
受
付
が
３
月
か
ら
開

始
！

　

万
一
の
ケ
ガ
や
賠
償
責
任
に
備

え
て
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

　

ス
ポ
ー
ツ
活
動
・
文
化
活
動
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
・
地
域
活
動

を
行
う
５
人
以
上
の
団
体
で
ご
加

入
に
な
れ
ま
す
。

　

加
入
団
体
で
の
活
動
中
及
び
団

体
活
動
へ
の
往
復
中
の
事
故
を
補

償
し
ま
す
。

　

傷
害
保
険
・
賠
償
責
任
保
険
・

突
然
死
葬
祭
費
用
保
険
が
セ
ッ
ト

に
な
っ
た
保
険
で
す
。

　

掛
金
は
、
中
学
生
以
下
の
子
ど

も
が
年
額
８
０
０
円
～
、
高
校
生

以
上
の
大
人
に
つ
い
て
は
、
活
動

内
容
に
よ
っ
て
金
額
が
異
な
り

ま
す
。

　

詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会
熊
本
県

支
部

　

☎
０
９
６

−

２
１
３

−

９
０
１
５

　

熊
本
労
働
局
委
託
・
平
成
26
年

度
生
涯
現
役
社
会
実
現
環
境
整
備

事
業
で
す
。

　

再
就
職
・
起
業
・
社
会
参
画
し

た
い
等
、
生
涯
現
役
を
め
ざ
す
55

歳
以
上
の
皆
様
の
お
悩
み
に
１
対

１
で
お
応
え
い
た
し
ま
す
。

■
日
時

２
月
24
日（
火
）・３
月
24
日（
火
）

　

午
前
11
時
～
午
後
３
時

■
場
所　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
球
磨

■
対
象　

55
歳
以
上
の
方

■
問
合
せ

　

総
合
人
材
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
６

−

２
２
３

−

５
７
２
６

　

平
成
27
年
４
月
か
ら
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
が
納
得
し
て
働
く
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
が
変
わ
り

ま
す
。

　

事
業
主
は
、
労
働
者
を
雇
い

入
れ
る
場
合
、
賃
金
、
福
利
厚
生

な
ど
に
つ
い
て
労
働
者
に
説
明
す

る
こ
と
や
相
談
窓
口
の
設
置
及
び

明
示
な
ど
が
新
た
に
決
め
ら
れ
ま

し
た
。

　

法
改
正
の
詳
細
や
相
談
は
、
左

記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

　

熊
本
県
労
働
局
雇
用
均
等
室　

　

☎
０
９
６

−

３
５
２

−

３
８
６
５

　

パ
ー
ト
労
働
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

http://part-tanjikan.m
hlw

.
go.jp/

おしらせ

生
涯
現
役
を
目
指
す

55
歳
以
上
の
方
の
為
の

無
料
個
別
相
談
会

　熊本県最低賃金が改正されました。

⑴地域別最低賃金
最低賃金の件名 時　間　額 効力発生年月日

熊 本 県 最 低 賃 金 ６７７円 平成２６年１０月１日

⑵特定（産業別）最低賃金
最低賃金の件名 時 間 額 効力発生年月日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械
器具製造業 ７２５円

平成２６年１２月１５日自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業，舶用機関製造業 ７７５円
百貨店、総合スーパー ７０７円

　産業別最低賃金には、適用範囲があります。詳しくは、下記までお尋ねください。

■問合せ　熊本労働局労働基準部賃金室　☎０９６－３５５－３２０２
　　　　　人吉労働基準監督署　　　　　☎２２－５１５１

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
に

加
入
し
ま
し
ょ
う
！

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
が

変
わ
り
ま
す

必ずチェック最低賃金！ 使用者も、労働者も
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募
　集

■
受
付
内
容

①
建
設
工
事

②
測
量・建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

③
物
品
調
達

■
受
付
期
間

　
　

２
月
１
日（
日
）～
28
日（
土
）

詳
細
・
様
式
等
に
つ
い
て
は
人

吉
球
磨
広
域
行
政
組
合
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

　

人
吉
球
磨
広
域
行
政
組
合

　

総
務
課
契
約
係

　

☎
２
３

−

３
０
８
０

■
入
学
資
格

　

県
内
在
住
で
、
学
習
意
欲
の

あ
る
60
歳
以
上
の
人（
昭
和
30

年
4
月
1
日
以
前
生
ま
れ
）。

　

応
募
は
、
熊
本
校
、
八
代
校

の
ど
ち
ら
か
１
校
に
限
り
ま

す
。

　

す
で
に
卒
業
し
た
人
は
再
受

講
で
き
ま
せ
ん
。

■
募
集
人
員

　

熊
本
校　

１
０
０
人

　

八
代
校　

８
０
人

■
募
集
期
間

　

２
月
２
日（
月
）～
３
月
２
日

（
月
）必
着
。

■
講
座
内
容

　

講
座
は
年
間
40
回
程
度
で
、

テ
ー
マ
は「
い
つ
ま
で
も
健
康
、

元
気
が
い
ち
ば
ん
」「
健
康
は

食
生
活
か
ら
」
な
ど
、
毎
回
異

な
り
ま
す
。

■
開
催
日
時

　

熊
本
校

　
　

毎
週
木
曜
日

　
　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

　

八
代
校

　
　

毎
週
火
曜
日

　
　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

■
受
講
期
間

　

４
月
～
平
成
28
年
３
月

■
会
場

　

熊
本
校

　
　

熊
本
県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

八
代
校

　
　

や
つ
し
ろ
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル

■
受
講
料

　

入
学
金　

５
千
円

　

受
講
料　

１
万
５
千
円

■
申
込
方
法

　

保
健
福
祉
課
、
教
育
委
員
会

等
に
置
い
て
あ
り
ま
す
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
に
て
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

■
問
合
せ

一
般
財
団
法
人　

熊
本
さ
わ
や

か
長
寿
財
団

　

☎
０
９
６

−

３
５
４

−

３
０
８
３

　

全
国
か
ら
参
加
す
る
仲
間
と
の

共
同
生
活
や
野
外
活
動
を
と
お
し

て
、
お
互
い
に
協
力
し
合
い
、
積

極
的
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
心
を
養

い
ま
す
。
ま
た
、
在
日
外
国
人
小

学
生
と
活
動
・
生
活
を
と
も
に
し
、

言
語
や
習
慣
を
越
え
て
友
情
を
深

め
、
国
際
感
覚
を
身
に
付
け
る
第

一
歩
と
し
ま
す
。

■
期
間

　

３
月
27
日（
金
）～
４
月
２
日（
木
）

■
場
所

　

鹿
児
島
県
大
島
郡
与
論
町

■
説
明
会

　

九
州
地
区　

福
岡
県

　

深
見
ビ
ル
会
議
室

　

参
加
自
由
・
無
料

※
説
明
会
に
参
加
で
き
な
い
場

合
は
、
本
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問

い
合
わ
せ
い
た
だ
け
れ
ば
資

料
を
郵
送
し
ま
す
。

■
対
象

日
本
人
・
在
日
外
国
人
の
小
学

２
年
生
～
６
年
生（
平
成
27
年

２
月
末
現
在
）

■
定
員

　

日
本
人
小
学
生　
　

２
０
０
人

　

在
日
外
国
人
小
学
生
１
０
０
人

■
締
切　

３
月
５
日（
木
）

■
参
加
費

　

熊
本
空
港
出
発

　
　

12
万
８
千
円

　

鹿
児
島
空
港
出
発

　
　

12
万
６
千
円

■
資
料
請
求
・
申
込
み
・
問
合
せ

公
益
財
団
法
人
国
際
青
少
年
研

修
協
会

　

☎
０
３

−

６
４
１
７

−

９
７
２
４

人
吉
球
磨
広
域
行
政
組
合

平
成
27
・
28
年
度

指
名
願
の
定
期
受
付

熊
本
さ
わ
や
か
大
学
校

入
学
生
募
集

ち
び
っ
こ
探
検
学
校

ヨ
ロ
ン
島
　
参
加
者
募
集

■ツマアカスズメバチ（外来生物）が増えています。

　平成２４年に長崎県対馬市で発見された外来のスズメバチが、
対馬市で急激に分布を拡大しています。繁殖力が強く、養蜂へ
の被害や生態系へ影響を与えるため、警戒が必要です。もし見
かけたら、役場産業振興課 ☎３５－１０３４まで連絡ください。

■特徴 ・２センチ前後　　・腹部は鮮やかなオレンジ色
　　　 ・木の高い位置に巣を作る

林務係から山に関してのお知らせです

やまびこ便り
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村長エッセー 「愚か者であり続けろ！」

　
時
計
が
深
夜
の
２
時
を
打
ち
、
そ
ろ

そ
ろ
今
日
は
寝
よ
う
か
と
思
っ
た
と
こ

ろ
で
悲
し
い
こ
と
に
村
長
エ
ッ
セ
ー
の

原
稿
提
出
を
思
い
出
し
ま
し
た（･･

編

集
長
に
怒
ら
れ
る
か
な
！
）

☆

　
今
日
は
年
が
明
け
て
一
週
間
が
た
っ

た
と
こ
ろ
で
す
。
お
と
と
い
の
４
日
は

成
人
式
が
あ
り
立
派
に
成
長
し
た
74
名

が
成
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
こ
こ
ま
で
ご
苦
労
し
て
育
て
ら
れ

た
保
護
者
・
ご
家
族
の
方
々
含
め
お
祝

い
と
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ど
こ
に

い
て
も
相
良
村
民
と
し
て
の
誇
り
と
責

任
を
も
ち
、
ご
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
期

待
し
ま
す
！

　
ま
た
昨
日
の
５
日
は
、
消
防
団
出
初

め
式
で
ま
さ
に
甲
乙
つ
け
が
た
い
素
晴

ら
し
い
競
技
が
好
天
気
の
中
行
わ
れ
ま

し
た
。
結
果
は
、
放
水
競
技
で
は
６
分

団
１
部（
朝
の
迫
）、
通
常
点
検
で
は
４

分
団（
永
江
・
上
園
・
松
馬
場
）が
優
勝

で
し
た
。
消
防
団
員
は
じ
め
後
援
会
の

皆
様
・
応
援
く
だ
さ
っ
た
地
域
の
皆
様

方
に
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に

感
謝
い
た
し
ま
す
。☆

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
成
人
式
に
お
い
て

あ
る
恩
師
の
先
生
の
祝
辞
で
、
パ
ソ
コ

ン
メ
ー
カ
ー
で
も
あ
り
今
や
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
の
ト
ッ
プ
メ
ー
カ
ー
で
あ
る

ア
メ
リ
カ
の
ア
ッ
プ
ル
社
の
創
業
者
＝

ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
の
名
言
が
出

ま
し
た
。
実
は
10
年
ほ
ど
前
、
英
語
学

習
Ｃ
Ｄ
で
私
は
知
り
、
好
き
に
な
っ
た

言
葉
だ
っ
た
の
で
す
。

　

"stay	hungry,	stay	foolish"

「
ハ
ン
グ
リ
ー
で
あ
り
続
け
ろ
、
愚
か

者
で
あ
り
続
け
ろ
」（
直
訳
）

　
「
現
状
に
満
足
す
る
な
絶
え
ず
向
上

し
続
け
ろ
、
小
さ
な
賢
さ
を
持
つ
よ
り

信
念
を
持
つ
良
き
大
馬
鹿
者
で
あ
り
続

け
ろ
！
」
と
い
う
解
釈
を
私
は
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
も
と
も
と
、
ス
テ
ュ

ア
ー
ト
と
い
う
人
が
編
集
し
た
「
全
地

球
カ
タ
ロ
グ
」
と
い
う
雑
誌
の
最
終
号

の
裏
表
紙
に
載
っ
て
い
た
言
葉
を
、
ス

テ
ィ
ー
ブ
が
ア
メ
リ
カ
の
名
門
大
学

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
卒
業
式
で
引
用

し
た
こ
と
か
ら
有
名
に
な
っ
た
も
の

で
す
。

　
私
は
こ
の
言
葉
を
村
長
と
し
て
大
事

に
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

☆

　
「
今
日
が
人
生
最
後
の
日
だ
と
し
た

ら
、
あ
な
た
は
ど
ん
な
予
定
を
立
て

る
!?
」
と
も
ス
テ
ィ
ー
ブ
は
言
っ
て
お

り
ま
す
。
漫
然
と
過
ご
し
今
日
は
何
を

や
っ
た
か
な
～
と
思
う
日
が
あ
る
自
分

へ
の
戒
め
の
言
葉
に
も
な
り
ま
す
。

　
広
報
さ
が
ら
が
届
く
こ
ろ
、
ま
だ
ま

だ
寒
い
日
が
続
い
て
い
る
と
思
い
ま
す

が
２
月
４
日
は
立
春
で
す
。
立
春
と
聞

い
た
だ
け
で
寒
く
て
も
気
持
ち
が
明
る

く
な
り
ま
す
。
今
年
も
残
す
と
こ
ろ
12

分
の
11
で
す（
笑
え
な
い
っ
！
）。
体
を

大
事
に
一
日
一
日
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！

相良村長

德 田  正 臣



14

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

●家庭の日 ◆母子健康手帳
　交付・両親学級
（受付9:00～9:20
　ふれあいセンター）

●総合体育館休館日
●ノーテレビデー・
ノーゲームデー

8 9 10 11 12 13 14
◆６か月児育児学
級

　（H26.６月生）
　（相良村会場）

●建国記念の日 ◆こころの健康相
談（要予約）

●総合体育館休館日
●ノーテレビデー・
ノーゲームデー

15 16 17 18 19 20 21
◆母子健康手帳
　交付・両親学級
　（受付9:00～9:20
　ふれあいセンター）

◆ちゃちゃくらぶ
◆児童相談所事後
指導

◆３～４か月健診
　（Ｈ26.10.6～

11.5生）
　（山江村会場）

●総合体育館休館日
●ノーテレビデー・
ノーゲームデー

22 23 24 25 26 27 28
●収納窓口延長
　（税務課）
　午後７時まで

◆発達相談・
　３才児健診
　（H23.6月～

　8月生）

◆乳幼児発達相談
◆こころの健康相
談（要予約）

●総合体育館休館日
●ノーテレビデー・
ノーゲームデー

★２月は国民健康保険税第10期及び固定資産税第４期の納付月です。
　納め忘れのないよう便利な口座振替のご利用を！

★保育料は毎月納期限内に納めましょう！保育料の納期は毎月２５日です。
　（２５日が土・日・祝祭日の場合は、翌日になります。）

２月の行事予定 変更になる場合もあります。 ◆保健福祉関係　●教育委員会ほか

☆毎週木曜日は「ノーテレビデー・ノーゲームデー」…
　テレビやゲームから離れ、生み出された時間を学習や読書、家族団らんなどの時間としましょう。

収納窓口延長 が 月１回 に変わります
　平成２４年６月から収納窓口延長を毎月第２・４水曜日としておりましたが、平成２７年１月
から毎月第４水曜日の月１回とすることとしましたので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願
いします。

■問合せ先　相良村役場　税務課　☎３５－１０３１（直通） 

平成２６年１２月まで 平成２７年１月から

第２・４水曜日 第４水曜日
※ 第４水曜日が閉庁日なら
　 翌日以降の平日となります。

税 務 課 か ら の お 知 ら せ



〈問合せ先〉総務課35-0211

相良村の人口と世帯

世帯数　1,657世帯（△３）
男　　　2,268人　（△４）
女　　　2,550人　（△１）
計　　　4,818人　（△５）

（12月末現在）

※（　）内は、先月末との差です。
※外国人住民を含めた集計です。

香
典
返
し
〈
12
月
分
〉

相
良
村
社
会
福
祉
協
議
会
へ

※
敬
称
略

村木/茶 村花/福寿草 村鳥/セキレイ

棚
　
瀬
　
和
　
彦
（
中
　
央
）

田
　
山
　
秀
　
雄
（
並
木
野
）

笹
　
淵
　
文
　
治
（
上
　
園
）

古
　
川
　
幸
　
枝
（
井
　
沢
）

米
　
田
　
邦
　
弘
（
永
　
江
）

米
　
田
　
　
　
恵
（
下
四
浦
）

小
　
山
　
未
知
男
（
下
四
浦
）

紙
漉
き
作
業
に
悪
戦
苦
闘

こ
ん
に
ゃ
く
作
り
を
体
験
す
る
参
加
者

伝統の四浦こんにゃく、四浦和紙作りを体験
　

12
月
７
日（
日
）、
さ
が
ら
村

グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
会

主
催
の
魅
力
体
験
ツ
ア
ー
が
相

良
北
小
学
校
隣
の
四
浦
和
紙
工

房
で
開
催
さ
れ
、
参
加
者
は
四

浦
地
区
に
昔
か
ら
伝
わ
る
「
こ

ん
に
ゃ
く
」
と
「
和
紙
」
作
り

を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

体
験
ツ
ア
ー
に
は
、
村
内
外

か
ら
５
人
の
参
加
者
が
あ
り
、

和
紙
作
り
に
は
熊
本
県
立
大
学

の
学
生
５
人
も
参
加
し
ま
し
た
。

　

午
前
中
に
行
わ
れ
た
四
浦
こ

ん
に
ゃ
く
づ
く
り
で
は
、
こ
ん

に
ゃ
く
芋
の
皮
む
き
や
練
り
方

な
ど
を
丁
寧
に
教
え
て
も
ら
い

な
が
ら
、
こ
ん
に
ゃ
く
づ
く
り

を
体
験
。
早
速
自
分
た
ち
で

作
っ
た
こ
ん
に
ゃ
く
を
試
食
し

ま
し
た
。

　

午
後
か
ら
は
、
四
浦
和
紙
作

り
を
体
験
。
四
浦
和
紙
保
存
会

の
方
々
か
ら
和
紙
づ
く
り
の
工

程
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
あ

と
、
均
等
に
紙
を
漉
く
作
業
に

悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
、
和
紙
作

り
を
行
い
ま
し
た
。

　

体
験
者
か
ら
は
「
日
頃
で
き

な
い
体
験
が
で
き
と
て
も
有
意

義
だ
っ
た
」「
グ
リ
ー
ン
ツ
ー

リ
ズ
ム
の
皆
さ
ん
の
暖
か
い
も

て
な
し
に
感
動
し
た
」
と
の
声

が
聞
か
れ
ま
し
た
。
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子どもさん（赤ちゃん）のご応募をお待ちしています。お誕生日の記念にいかがですか？

イチバンちゃん募集中！！

わがやのイチバン

生
い く

田
た

　響
ひ び

人
と

 くん

（中央区）

生年月日：平成２５年６月２１日
お父さん：貴大さん
お母さん：真紀子さん

お母さんからのメッセージ

「お兄ちゃんと
　　　　仲良く遊ぼうね！」

【
今
月
の
表
紙
】

　今年は、７４人の皆さんが成人を迎え、大人の
仲間入りを果たしました。成人式では、久しぶり
の友達や恩師との再会を喜んでいました。


